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宮城県ツキノワグマ保護管理計画 

 

 

１ 計画策定の目的及び背景 

（１） 計画策定の目的 

ツキノワグマの存在は，豊かな自然環境の指標である。そのため，隣接する県を含む関係者と

の合意・連携を図りながら，県内に生息するツキノワグマ地域個体群の長期にわたる安定的な維

持，人身被害の防止及び農林水産業等における被害の軽減を図り，人とツキノワグマが共存する

社会の構築を目指す。 

（２） 計画策定の背景 

ツキノワグマの分布は，ヒマラヤ南麓から東南アジア北部，中国東北部，台湾及び海南島まで

に至っており，国内では本州以南に生息する森林性哺乳類最大の種であるとともに，生息地面積

要求性が高い種であり，かつ，生態的ピラミッドの最高位に位置するアンブレラ種（※）でもあ

る。 

 現在，ツキノワグマは，全国的に減少が懸念されており，環境省のレッドデータブックでは，

西日本地域など 6つの地域個体群が「絶滅のおそれのある地域個体群」に指定されている。 
 国際的には，ワシントン条約の附属書Ⅰに掲載され取引が規制されるとともに，絶滅のおそれ

のある野生動植物の種の保存に関する法律（平成４年法律第７５号）第２０条第１項の規定によ

り，国際希少野生動植物種の個体等として登録され，譲渡し等が規制されている。 

 このように，ツキノワグマが国内のみならず世界的にも希少なものとなりつつある状況のなか

で，県を含む東北地方は，ツキノワグマの一大生息拠点であるため，その安定的な存続を図る上

で重要な地域となっている（図１）。 

 県において，ツキノワグマを含む森林生態系の均衡を維持し，及び生物多様性を次世代に引き

継ぐことは，県民が豊かな自然環境を将来にわたって享受することに繋がるものである。 

 県内に生息するツキノワグマは，環境省が示す保護管理ユニットの区分では，「南

奥羽保護管理ユニット」に該当する。県が平成１５年度及び平成１６年度に実施した「ツ

キノワグマ生息状況調査」によると，県内のツキノワグマの推定生息数は３００頭から８００頭

であった。ところが，平成１８年度におけるツキノワグマの大量出没に伴う有害鳥獣としての

捕獲（以下「有害鳥獣捕獲」という。）では，２１１頭を捕獲しており，県内に生息するツキノ

ワグマの個体数が大幅に減少した可能性が高い。そこで，県内のツキノワグマの地域個体群の安

定的な維持を図るには，長期的な視点に基づく鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律（平成

１４年法律第８８号。以下「法」という。）第７条第１項に規定する特定鳥獣保護管理計画を早

期に策定することが不可欠であると判断するに至った。 

一方，ツキノワグマによる人身被害，農林水産業等における被害の発生など，人とツキノワグ

マとの軋轢
あつれき

がしばしば社会問題となっており，適切な被害防除対策の実施も緊急の課題である。 

 人とツキノワグマとの関わりとしては，古くから現在まで狩猟鳥獣（法第２条第３項に規定す

る狩猟鳥獣をいう。）として捕獲が行われており，一部の地域においては，マタギによる狩猟文

化が培われてきた。また，農林水産業の食害等の理由から有害鳥獣捕獲が行われ，森林における

堅果類の不作年に有害鳥獣捕獲の数が増える傾向がある。 

生活被害としては，も人里にツキノワグマが出没する際，住民の安全を確保するために緊急に

射殺する場合が生じている。ツキノワグマが人里に出没する理由としては，生息地における餌料

の不足，住宅地の拡大，人を恐れないツキノワグマの増加などが考えられる。また，アウトドア

ブームによる入山者の増加により，山でツキノワグマに襲われる人身事故が増えており，その多
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くは，入山者の注意深い行動により未然に防ぐことができると考えられているが，出合い頭の事

故などは避けがたい。 

 被害を受けている農業又は林業に従事する者は，例年のこととして被害を報告しない場合が多

いため，被害の実態を把握することが困難であると同時に，餌付けにより，ツキノワグマの人慣

れを進行させているおそれもある。また，有害鳥獣捕獲の実施を担っている猟友会では，狩猟者

の減少及び高齢化が進行しているため，ツキノワグマの捕獲に係る技術の継承が危ぶまれるとと

もに，文化としての狩猟も衰退しつつある。 

 人とツキノワグマとの関係は多様な側面を持ち，様々な価値観で語られることが多い。このよ

うな背景を踏まえつつ，専門家及び地域の幅広い関係者の合意を図りながら，多様な事業主体の

協力を得て，科学的・計画的な保護管理を広域的・継続的に推進することによって，ツキノワグ

マの地域個体群の長期にわたる安定的な維持を図り，人とツキノワグマとが共存する社会を構築

する必要がある。 

   このため，県内におけるツキノワグマの個体数を管理するとともに被害防除対策及び生息環境

の整備を含む総合的な対策として，宮城県ツキノワグマ保護管理計画（以下「計画」という。）

を策定するものである。 

 

※アンブレラ種umbrella species･･････生息地面積要求性の大きい種。その種の生存を保障するこ
とでおのずから多数の種の生存が確保される。生態的ピラミッドの最高位に位置する消費者がこれ

にあたる。陸上では，大型の肉食哺乳類や猛禽類がアンブレラ種となりうる。 

「保全生態学入門（鷲谷いずみ・矢原徹一）１９９６年発行」抜粋 株式会社文一総合出版 

 

２ 保護管理する特定鳥獣の種類 

県内に生息する野生のツキノワグマ（Ursus thibetanus）とする。 
 

３ 計画期間 

  ツキノワグマの保護管理は，長期的な視点に立った計画を策定する必要があるが，平成１９年４

月１日から５年間を計画期間としている「第１０次鳥獣保護事業計画」（計画期間：平成１９年４

月１日から平成２４年３月３１日まで）との整合性を図るため，当面，平成２２年１１月１日から

平成２４年３月３１日までを計画期間とする。 

 

４ 保護管理が行われるべき区域 

保護管理がおこなわれるべき区域は，県内全域とする。また，東北自動車道以西の地域を集中

的に保護管理事業を推進する重点区域（図２）とし，それ以外の地域を観察区域とする。

（（表１）に市町村ごとの重点区域と観察区域を示した。） 

なお，山形県及び福島県にまたがる南奥羽地域については，将来的には，これらの県との連携を

図った保護管理を検討する。 

 

５ 保護管理の現状 

（１） 生息環境 

戦前の県における植生は，奥山のブナの原生林，里山のコナラ等二次林が主体となっており，

ツキノワグマに植物を供給していたと考えられる。しかし，戦後の一斉拡大造林等により，スギ，

アカマツ，ヒノキ等針葉樹林への転換が進み，現在は，山地での餌料の不足，越冬穴の減少等が
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懸念されている。 

国有林については，ブナ林の伐採が進んだ時期があったものの，近年では，自然環境保全意識

の高まりに伴い，国有林の管理経営の基本方針が自然環境の保全に移行しつつあり，動植物の保

護等を目的とした各種保護林を設定するなど，自然環境の保護・保全が進められるようになって

きた。特に，森林の連続性を確保し，及び森林生態系の一層の保全を図ることを目的として林野

庁が定めた「緑の回廊」は，県内においては，奥羽山系を縦走して設定されており，その効果が

十分発揮されていると認められる。 

県における植生は，ブナ林が８％の面積を，ナラ・クリ林が２５％の面積を占めており，ケヤ

キ林をはじめとするその他落葉広葉樹林の面積は１％，竹林・カンバ林・草地・その他の樹林の

面積は３０％となっている（表２）。また，地形・標高面からみたツキノワグマの出没状況は，

標高１００ｍから５００mまで及びそれらの前後において頻度が高くなっている（図３）。 
ツキノワグマの生息地域のうち，山形県境の山岳部の鳥獣保護区（法第２８条第１項に規定す

る鳥獣保護区をいう。），休猟区（法第３４条第１項に規定する休猟区をいう。）及び特定猟具

使用禁止区域（法第３５条第１項に規定する特定猟具使用禁止区域をいう。）と重なる地域は，

狩猟による捕獲が禁止されているが，これらの地域と重ならないために捕獲が禁止されていない

生息地域も多い。また，生息地域には，自然公園法（昭和３２年法律第１６１号）第２条第１号

に規定する自然公園である蔵王国定公園，栗駒国定公園，蔵王高原県立自然公園，県立自然公園

船形連峰，県立自然公園気仙沼などがあるが，同号の自然公園に指定されていない生息地域が大

半を占めるため，開発等による生息地域のかく乱等に注意が必要である（図４，図５，図６）。 

 

（２） 生息動向 

イ 生息分布 

県が平成２０年度に実施した自然環境保全基礎調査（種の多様性調査）の結果（以下「平

成２０年度調査結果」という。）（資料１）に基づき，県内の東北自動車道以西の９１８区

画に区分したメッシュ（２ｋｍ四方）区域を重点区域として設定し，図７に示した。また，

この重点区域のうち，市街地，集落，耕作地及び牧草地を除き，７７２区画に区分したメッ

シュ（２ｋｍ四方）区域を恒常的生息区域として設定し，図８に示した。 

 

ロ 出没状況 

県内のツキノワグマの出没状況を見ると，地域にかかわらず，例年７月から９月までの夏

季に多く報告されている（図９）。また，これを市町村別に見ると県南部の蔵王町及び川崎

町，仙台圏，県北部の栗原地域など広い範囲において出没している（図１０）。 

土地利用別では，県南部及び県中部において森林における出没が大半を占めているが，県

北部では森林のみならず麓の農地にも多く出没している。県北部は，県南部及び仙台圏と同

様に，広い森林面積を有するにもかかわらず，農地での出没が多かったことから，餌場とし

ての森林環境の変化及び里山の農作物が，ツキノワグマを人里へ誘引していると考えられる

（図１１）。 

 

ハ 県内の推定生息数 

平成２０年度調査結果（資料１）によると，県におけるツキノワグマ生息個体数は，最

小値が４０１頭，最大値が８９６頭（中央値：６３３頭）と推定されている。 
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（３） 捕獲状況 

イ 捕獲数の推移 

平成２年度から平成２１年度までの２０年間における県内のツキノワグマの狩猟及び有害

鳥獣捕獲の合計捕獲頭数は，１，０９８頭であり，単年度平均は５５頭である。また，平成１

８年度の大量捕獲年を除く平成２年度から平成２１年度における２０年間の平均捕獲頭数は

４６頭であり，平成１８年度が特異な年度であったと推測される。捕獲形態別では，８３％

が有害鳥獣捕獲であり，１７％が狩猟によるものである（表３）。 

年度別推移を見ると，有害鳥獣捕獲の数は近年若干増加する傾向にあり，全体の捕獲数も

それに応じて増加しているが，狩猟による捕獲数にはほとんど変化が見られない。 

 

表４ 保護管理地域毎の捕獲内訳 

図１２ 有害・狩猟の捕獲比率 

図１３ ツキノワグマ狩猟捕獲数 

図１４ ツキノワグマ有害捕獲数［オス・メス］ 

図１５ ツキノワグマ有害捕獲数［オス］ 

図１６ ツキノワグマ有害捕獲数［メス］ 

 

県内の重点区域を３地域に区分して見た過去５年間の平均捕獲数（H１８年度を
除く。）及び狩猟・有害鳥獣捕獲の平均捕獲数（Ｈ１８年度を除く。）は，次のと

おりである（表４）。  
（イ） 県北部 

過去５年間の平均捕獲数 約１６頭／年  

狩猟の平均捕獲数 約５頭／年 

有害鳥獣捕獲の平均捕獲数 約１０頭／年  

（ロ） 県中部 

過去５年間の平均捕獲数 約１２頭／年 

狩猟の平均捕獲数 約３頭／年 

有害鳥獣捕獲の平均捕獲数 約９頭／年  

（ハ） 県南部 

過去５年間の平均捕獲数 約１７頭／年・・・３地域では，最も多い捕獲数である。 

狩猟の平均捕獲数 約２頭／年 

有害鳥獣捕獲の平均捕獲数 約１４頭／年 

ロ 捕獲の自主規制の実施状況等 

県では，平成３年度に６１頭を捕獲（うち狩猟３４頭）したことから，猟友会では，平成４

年から平成１０年まで狩猟を自粛している。 

なお，県の狩猟期間は，毎年１１月１５日から翌年２月１５日まで（一部地域のイノシシ及

びニホンジカを除く。）となっている。 

ハ 狩猟者の動向 

県内の狩猟免許所持者数（法第３９条第１項に規定する狩猟免許を受けた者の数をいう。）

は，年々大幅な減少傾向にある。平成２年度と平成２１年度とを比較すると，狩猟免許所持者

数が５割程度減少している。近年は，猟友会支部会員も減少し，有害鳥獣捕獲隊の編成にも苦

慮する状況になっている。 

現在，狩猟者の平均年齢は６５歳と高齢化が進行しており，新たに狩猟を行おうとする者の
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数も少ないことから，後継者不足が予想され，ツキノワグマを含む野生生物の保護管理に支障

が生じることが懸念される。 

表５ 狩猟免許所持者数の推移（Ｈ２－Ｈ１８） 

表６ 狩猟免許所持者数の推移（Ｈ１９－Ｈ２１） 

図１７ 狩猟免許所持者数（Ｈ２－Ｈ１８） 

図１８ 年齢別狩猟免許所持者数（Ｈ１９－Ｈ２１） 

図１９ 狩猟免許所持者数（Ｈ１９－Ｈ２１） 

 

（４） 人身被害の状況 

県のツキノワグマによる人身被害件数は，平成１３年度から２１年度までの９年間で１６件

であり，年平均では１．７件となっている。被害発生の状況としては，山菜採り又は渓流釣りの

際，自宅付近（林縁部近く）などが多く，頭，顔，肩，腹などの上半身にけがを負う場合が多い。 

表７ ツキノワグマによる人身被害状況（平成１３年度以降） 

 

（５） 農林水産業等における被害の状況 

被害金額及び被害品目 

農業被害については，近年，報告された被害金額は，１，０００万円前後で推移してい

る。また，被害品目は，春はタケノコ，夏は飼料作物（主に飼料用デントコーン）及び養

蜂が主である。自家消費用の農作物の被害も多いと思われるが，被害金額に計上していな

いことから，実際の被害金額は，これを上回るものと思われる。 

林業被害については，樹木の皮はぎ等の被害が主であり，近年，報告された被害金額は

３５０万円前後であるが，被害地が里山から奥山まで点在していることから，被害金額の

把握が困難であり，実際の被害金額はこれを上回るものと思われる。 

水産業被害については，養魚場等での被害が報告されているが，被害金額は算定されて

いない。 

 

表８ ツキノワグマの農林水産被害 

図２０ ツキノワグマによる被害の推移 

 

（６） 被害防除の取組状況 

イ 人身被害の防除 

県では，人身被害を防除するためのパンフレットを作成し，及び配布しており，「クマに会

わないためには」及び「万が一クマに会ってしまったら」を示している（資料２）。また，ツ

キノワグマの人里への誘引要素となる廃棄農畜産物，生ごみなどの適切な処理についての周知

及び啓発を図っている。さらに，ロの農林水産業等における被害の防除と共通して，クマ出没

時対応フロー（資料３，資料４，資料５）に従い，ツキノワグマの出没に関する市町村からの

情報を宮城県環境生活部自然保護課のホームページに掲載している（資料６）。 

なお，市町村においては，ツキノワグマが出没した際，防災無線，広報車等により地域住民

への周知を行うなど，それぞれの市町村において，独自の取組を実施している。 

 

ロ 農林水産業等被害防止 

農林水産業等における被害を防除するため，ラジオ等の音を用いる方法及び柵を張る方法

が主に用いられている。これらの方法によっても被害を避け難い場合には，有害鳥獣捕獲を
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検討して実施することとしている。 

 

表９ 市町村における防除対策（Ｈ２０年度） 

 

 

ハ 有害鳥獣捕獲の実施体制 

県では，鳥獣による被害を受けた農業，林業等に従事する者等からの連絡があった場合，市

町村及び県の担当者が現地調査を行った後，有害鳥獣捕獲の申請を受ける。有害鳥獣捕獲は，

「宮城県有害鳥獣捕獲許可事務取扱要領」及び「有害鳥獣捕獲許可上の注意点」に基づき実施

され，自主防除策を行ってもなお被害が発生する場合又は人身被害の発生のおそれがある場合

に許可している。各地方振興事務所等において許可されると，それぞれの地元の猟友会で組織

される有害鳥獣捕獲隊が，わな又は銃器を用いて捕獲を行う。 

 

資料５ 有害鳥獣捕獲許可上の注意点 

 

（７） その他の取組状況 

ツキノワグマを補殺しない侵出防止対策を確立するため，平成１７年度から平成１９年度ま

で，学習放獣（学習付け移動放獣をいう。以下同じ。）を試験的に実施した。 

なお，学習放獣によるマニュアルについては別途作成するものとする（参考として，

資料７に宮城県学習放獣マニュアル（案）を掲載する。）。  
 

資料７ 宮城県ツキノワグマ学習放獣マニュアル（案） 

 

６ 保護管理の目標 

（１） 基本目標 

計画に基づき，県におけるツキノワグマの科学的・計画的な保護管理を行い，住民及び関係

者の合意形成を図りながら，相互に連携・分担する体制を構築し，ツキノワグマの安定的な個

体数維持を図るとともに，ツキノワグマによる人身被害の防止及び農林水産業等における被害

の軽減を図ることを通じて，人とツキノワグマとの共存を目指すことを目標とする。 

具体的には，加害個体を選別して捕獲を行う一方で，ツキノワグマを人里に近付かせないよ

うな施策を講じる。農林水産業等における被害の防止については，現行の対策に加えて，先進

的防除方法の開発及び普及を推進し，新たな保護管理の方法を模索する。生息環境の整備につ

いては，各機関と連携を図るなど総合的な取組によって目標の達成を図ることとする。 

（２） 個体数管理に関する目標 

県内のツキノワグマの個体数が，平成２０年度に推定された生息数（中央値：６３３頭）を

下回らないように維持することを当面の目標とする。 

 

（３） 被害の防除に関する目標 

イ 農林水産業等における被害については，被害額を現状（平成２１年度農林物被害：４０

２万円）より低減することを目標とする。 

ロ 人身被害については，告知看板の増設並びに被害防止対策のための広報資料の作成及

び配布を行い，人身被害を発生させないことを目標とする。 
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（４） 生息地の保護及び整備に関する目標 

地域個体群の維持及び人とツキノワグマとの「棲み分け」を図るため，関係機関と調整しつつ，

ツキノワグマが生息できる山地の整備及び里山の管理を中長期的な観点から進めることを目標と

する。 

（５） 目標を達成するための施策の基本的な考え方 

目標の達成に向けて，「個体数管理」，「被害防除対策」及び「生息環境の整備」の各取組

について，県民への普及啓発を図り，理解と協力とを得ながら総合的に実施するとともに，生

息状況，被害状況，捕獲状況等のモニタリングを行い，その結果をフィードバックすることに

より計画を随時見直していくものとする。 

なお，計画の見直しに当たっては，宮城県特定鳥獣保護管理計画検討・評価委員会ツキノワ

グマ部会（以下「ツキノワグマ部会」という。）の審議を経て行うこととする。 

 

７ 保護管理の実施 

（１）  個体数管理 
個体数管理は，狩猟及び有害鳥獣捕獲のみにより行い，数の調整による捕獲は行わない

ものとする。 

イ 捕獲上限の設定 

現段階の水準（注）を維持するため，捕獲上限を設定することとし，狩猟及び有害鳥

獣捕獲を合せた年度間の総捕獲数を現在の推定生息数中央値の８％の５０頭とする。こ

れは，過去２０年間の平均捕獲数（平成１８年の大量捕獲年を除く。）が５０頭程度

（表３）であることからも妥当な数値と思われる。 

（注：個体数水準３：危急地域個体群） 

 

資料８ 環境省「特定鳥獣保護管理計画技術マニュアル（クマ類編）」抜粋 

 

ツキノワグマの生息頭数の算定については，生息痕等の確認により実施しているが，全個体

を直接把握できないことから誤差が生じやすいため，捕獲上限の設定に当たっては，適時適切

な生息調査を実施するものとする。 

 

ロ 学習放獣 

農林水産業等における被害を引き起こした個体の一部については，補殺しない措置として，

学習放獣を試験的に実施し，県における効果的な実施手法について検討を進める。 

学習放獣を実施するためには，地域住民の理解を得ることが重要であり，その意義及び効果

について啓発に努めるとともに，引き続き調査研究を進めることとする。 

ハ 有害鳥獣捕獲 

有害鳥獣捕獲は対症療法的ではあるものの，現時点では最も多く行われている被害防除方法

であり，県のツキノワグマの捕獲の多くはこれによるものである。 

ツキノワグマは，繁殖力が弱いこと，及び行動範囲が広いことから，地域単位で

個体数管理を行うものでなく，捕獲許可（法第９条第１項の許可のうち，捕獲に係

るものをいう。以下同じ）は，知事が行う。捕獲許可については，個体数水準の維持の

観点から，被害を効果的に防除するために必要な最小限の範囲で，かつ，その必要性を十分審

査した上で行うこととし，捕獲がすなわち殺傷につながらないよう最大限の配慮を行うことと

する。 
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捕獲許可の基本的な考え方は，「有害鳥獣捕獲許可上の注意」（資料５）に基づくこととし，

捕獲上限数を上回らないように追払い又は学習放獣をできる限り併用して，殺傷数を減らすこ

とに努めることとする。また，現在と同様に「ツキノワグマ捕獲調書」を用いて，捕獲個体の

生息場所，特徴等の把握を継続する。 

 

ニ 緊急時における捕獲許可事務の特例処理 

不測の事態により人身に対する被害が発生している場合又は人身に対する危害が切迫して

おり，かつ，緊急の措置を要する場合であって，次に掲げる場合に該当するときに限り，知事

は「有害鳥獣捕獲許可上の注意 ８」（資料５）により，捕獲許可に係る事務を処理すること

ができることとする。 

（イ） 日常生活の範囲内で人身に被害があった場合（山菜採り，きのこ採り等のために山に 

入って被害を受けた場合を除く。） 

（ロ） ツキノワグマが，人家の敷地内に侵入している場合 

（ハ） ツキノワグマが，人が滞在し，又は活動している施設（学校，病院等）の敷地内に 

侵入している場合 

（ニ） （イ）から（ハ）までに掲げるもののほか 

 

ホ 捕獲数の管理 

捕獲上限数の設定による個体数管理は，ツキノワグマの適正な保護管理の推進の重要な手段

の一つであることから，その実施に当たっては，捕獲数の迅速な把握及び周知が必要となる。 

このため，捕獲数を常に把握することとし，有害鳥獣捕獲の数が増加し，捕獲上限数に達す

ることが予測されるとき，又はこれに達したときは，県の地方振興事務所及び関係者と協議し，

有害鳥獣捕獲の際の学習放獣の積極的な実施，法に基づく規制又は猟友会に対する狩猟の自粛

の要請をツキノワグマ部会において検討する。 

 

ヘ 狩猟文化の維持 

狩猟技術を持つ人々により人身及び農作物の被害防除が行われている現状にかんがみると

狩猟免許所持者の減少は，将来におけるこれらの被害防除に支障をきたすと思われるため，狩

猟者を野生鳥獣保護管理の重要な担い手として位置付け，関係者との合意形成，狩猟文化の維

持及び狩猟免許所持者の数の維持を図るものとする。 

ト 錯誤捕獲の回避 

狩猟又は有害鳥獣捕獲に際しては，イノシシ等の捕獲おりの上面への脱出口の設

置，錯誤捕獲（捕獲の目的とする鳥獣と異なる鳥獣を誤って捕獲することをいう。）

に十分に配慮したくくりわなの使用等，錯誤捕獲の防止対策を講じるよう努めるも

のとする。  
 

（２） 人身被害防除対策 

人身被害については，「山地での人身被害」と「人里での人身被害」とに区別される。 

イ 山地での人身被害の防除 

山地は，ツキノワグマの本来の生息地であることから，基本的には，入山者等の自己責任に

帰するものであり，市町村及び関係機関と連携して次のような取組を実施することにより，入

山者等の自己防衛意識の啓発を図ることとする。 

（イ） 「クマに会わないためには」及び「万が一クマに会ってしまったら」を広報誌，イン
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ターネット等の各種媒体を通じて周知する。（資料２，資料６）。 

（ロ） ツキノワグマの出没情報について，看板の設置，インターネット等により，広く周知

を図る。 

（ハ） 登山道，野外キャンプ施設等において，ツキノワグマを誘引する原因となる生ごみ等

を残さないよう入山者に対して啓発を図るとともに，山地にある観光施設等において，

それらの施設管理者に対して生ごみ等の適切な処理を行うよう指導する。 

ロ 人里での人身被害の防除 

ツキノワグマが出没した場合，市町村と連携して，該当地域の住民への周知及び注意喚起を

図るとともに，関係機関との連携により，被害の未然防止又は被害の拡大防止のための必要な

手段を講じることとする。また，ツキノワグマの人里への誘引要素となる廃棄農産物，生ごみ

などの適切な処理の徹底について，引き続き普及啓発を図ることとする（資料４）。 

 

（３） 農林水産業等被害防除対策 

イ 被害状況の把握 

農林水産業等における被害については，今後とも，関係部局と連携を図り，被害金額と併せ

て，自家消費用等被害額に現れない実態の把握に一層努めることとする。 

 

ロ 農林水産業等被害の防除 

（イ） 電気柵の設置 

農林水産業等における被害の防除には，電気柵の設置が有効であるとされているが，設置

に係る費用及び維持管理のための労力を要するため，広く普及していないのが現状である。

このため，引き続き，国庫補助事業，交付金等についての情報収集，市町村等への情報提供

及び事業実施の奨励に努めることにより，農林水産業等被害が多い地域における電気柵の導

入の促進を図ることとする。 

しかし，電気柵を一部の場所に設置しても，農林水産業等における被害発生場所が移動す

る結果となるにすぎないこともあるため，隣接する農地の所有者による共同での設置，山地

と接している農地への重点的な設置など，一体的・効率的な実施が行われるよう，設置箇所

の下刈り等適正な管理を含め，市町村と連携して進めていくこととする。 

（ロ） 追い払い 

人里に下りてきたツキノワグマを捕獲することなく，空砲等で威嚇して安全に山に追い

払う手法を検討して実施する。 

（ハ） 柵と音又は光との忌避装置の組合せ 

ツキノワグマを農耕地等に寄せ付けない方法としては，安価なラジオから高価な専用装

置まであるが，いずれも効果については不明確な部分が残されていることから，農林関係

部局と連携して，被害農家等の協力を得ながら，効果的な防除手法を開発し，及び普及し

ていく。 

新規の実施箇所については，農林水産業等被害防除の効果についてのモニタリングを行

う。 

（ニ） 生ごみ等誘引物の管理 

人身被害防除と同様に，ツキノワグマの人里への誘引要素となる人家周辺の生ごみ，廃

棄野菜，果樹などの適切な処理の徹底について，引き続き普及啓発を図ることとする（資

料４）。 
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（ホ） 林縁部の刈払い 

県では，耕作地が山間部の樹林地と隣り合っているため，ツキノワグマが耕作地に侵入し

やすくなっていることが考えられる。樹林地と耕作地との間に，ツキノワグマが身を隠すこ

とのできない草地等があれば，ツキノワグマの侵入も抑えられる可能性がある。被害農家又

は森林所有者と協議を行い，可能な場所においては，林縁部の刈払い，里山の間伐等を試み

ることとする。 

  実施箇所については，農林水産業等被害防除の効果についてのモニタリングを行う。 

 

（４） 生息環境の保全・整備 

国有林については，奥羽山脈及び北上山地において，「緑の回廊」の設定による野生動植物の

生息生育地の保護・保全及び移動分散経路の確保，森林生態系の保全などの取組を進めていくこ

ととされている。 

県としては，関係機関と調整しながら，次のような取組を推進することとする。 

イ 農地周辺の林縁部の刈払い  
ロ 針広混交林への誘導（針葉樹と広葉樹とが混生する多様性に配慮した森林づくり） 

ハ 鳥獣保護区の見直し等による生息地の保全 

ニ 天然生林（主として天然の力の活用により成立させ，及び維持する森林）の的確な保全・

管理 

ホ 休止している牧野における広葉樹林の造成 

ヘ 管理が放棄されている里山の森林整備（下刈り，間伐等） 

 

（５） モニタリング等の調査研究 

宮城県林業技術総合センターとの連携により，生息動向，生息環境，被害状況等に関する「短

期的モニタリング」及び「中長期的モニタリング」を実施し，区域毎の状況及び施策の実施状況

を把握し，及び計画へのフィードバックを行うことにより，より適切な保護管理が行われるよう

努める。 

イ 短期的モニタリング 

次の表に記す調査を実施することにより，個体数を推定し，及び被害地を特定する。 

調査項目 調査内容 調査方法 

個体情報 

 

捕獲記録 

 

捕獲の日時・場所，個体の体重・体長・性

別・年齢，子の有無，その他 

捕獲報告票の収集 

 

動向調査 

 

 

放獣個体の行動 

 

 

学習放獣した個体の回帰状況，再被害防止

効果，行動圏の範囲，その他 

 

学習放獣した個体のイヤー

タグ等による動向調査 

生息環境 豊凶調査 結実状況，その他 定点調査 

被害状況 

 

 

 

 

人身被害 

 

 

被害発生の日時・場所，被害者の年齢・性

別，被害発生の状況，負傷の程度，被害発

生後の対応，その他 

人身被害報告書の収集 

 

 

農林水産業被害 

 

被害発生の場所，被害の種目・面積・被害

量・金額，その他 

県農産園芸環境課ほか 
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ロ 中長期的モニタリング 

次の表に記す調査を実施することにより，効果的な防除方法を確立する。 

調査項目 調査内容 調査方法 

個体情報 

 

試料収集 

 

内臓，血液，歯，毛などから得られる個体

の情報，その他 

捕獲個体の収集 

 

被害防除 

 

実施状況 被害防除実施の場所・方法・規模，その他 聞き取り 

 効果 被害防除効果の程度，その他 

生息動向 生息状況 生息痕跡及び個体の目撃場所，その他 観察調査，追い出し調査 

 

８ 計画の実施体制及び普及啓発 

計画の目的を達成するため，地域住民の理解及び協力を得ながら，国，県，市町村等の各機関及

びＮＰＯ（宮城県の民間非営利活動を促進するための条例（平成１０年宮城県条例第３６号）第２

条第２項に規定する民間非営利活動団体をいう。以下同じ。）等との密接な連携のもとに，個体数

管理，被害防除対策，生息環境の整備等各種施策の実施に取り組むこととする。また，地域住民の

理解及び協力を得るため，各機関及びＮＰＯ等は，連携して，ツキノワグマの生態に関する情報，

被害予防についての方策などの普及啓発を推進することとする。 

 

（１） 各機関の果たす役割 

イ 県 

県は，計画の策定，計画に基づく各種施策の実現，モニタリングの実施，施策の評価及び計

画の見直しを行うこととし，その円滑な運営のために次の事項を行うこととする。 

なお，ツキノワグマ部会において，モニタリングの結果を評価し，及び計画にフィードバッ

クすることにより，捕獲上限数を含む計画の見直し及び保護管理の実施全般について検討を行

うこととする。 

（イ） 個体数管理など各種施策の実施状況の把握に努め，関係者に対する情報の提供並びに

必要な指示及び助言を行う。 

（ロ） 計画の推進に当たっては，市町村，国，隣接する県等との調整を図りながら行う。 

（ハ） 関係者に計画の実施について協力を要請し，保護管理を効果的に実施するための体制

を構築する。 

（ニ） 地域における保護管理の推進について協議する体制を整備し，広域的連携による各種

施策の取組が促進されるよう努める。 

（ホ） 保護管理に対する県民の理解を深めるため，計画に基づく各種施策，ツキノワグマの

生態等に関する啓発に努める。 

（ヘ） 大学，県林業技術総合センター等の研究機関と連携を図りながら，調査研究を実施す

る。 

ロ 市町村 

（イ） 地域住民，県など関係者と連携し，計画に基づく各種施策の実施等地域の実情に応じ

た対策を行う。 

（ロ） 県と連携し，地域住民に対し，計画に基づく各種施策に対する理解を求め，及びツキ

ノワグマの生態等に関する啓発を行う。 
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ハ 猟友会 

（イ） 保護管理の担い手として計画の目的及び内容を理解した上で，県又は市町村の要請に

基づき必要な措置を実施する。 

（ロ） 鳥獣の生態を熟知する者として，必要に応じて，行政，関係団体，地域住民などに対

し，被害防除などについての助言を行う。 

 

（２） 隣接する県との調整 

南奥羽保護管理ユニットは，山形県及び福島県にまたがるものであることから，南東北地域に

おけるツキノワグマの広域保護管理に係る打合せ会の開催について検討する。 

 

（３） ＮＰＯ等との連携 

ツキノワグマの学習放獣，生息状況の調査等については，行政のみの取組では限界があること

から，ＮＰＯ等との連携を図ることが重要であり，パートナーシップの仕組みづくりに取り組ん

でいくこととする。 

 

（４） 普及啓発 

計画の目的及び内容について，広報誌等により県民への普及に努めることとする。また，学校，

町内会等自治会などとの連携を図り，学校教育及び生涯学習を通して，ツキノワグマの生態，ツ

キノワグマとの適切な関わり方などについての啓発に努めることとする。 






























































